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序   文 

 

 

中国では、市場経済化の進展に伴い健全な競争環境の維持・強化が求められるように

なり、2008 年 8 月 1 日に初めて独占禁止法が施行されました。同法に基づき国務院独

占禁止委員会が設立され、商務部、発展改革委員会及び国家工商行政管理総局の三機関

が独占禁止法の執行を担っています。中国の独占禁止法施行の経験は短く、今後、公正

な手続に基づく、透明かつ内外無差別的な中国の独占禁止法制度の整備のため、各執行機

関のさらなる規則・ガイドラインの整備・改善及び執行能力の向上が期待されます。 

 JICA は、公正取引委員会の協力を得て、2004 年から 2009 年まで「経済法・企業法整

備プロジェクト」独禁法サブプロジェクトにより、独禁法制定過程での立法機関への協

力及び独禁法制定後の執行機関への協力を行いました。右協力の成果をふまえ、2010

年 4 月、中国政府は日本政府に対し独禁法執行機関の更なる能力強化に関する技術協力

プロジェクトの要請を提出しました。本要請は2011年9月に日本政府により採択され、 

2012 年 1 月にプロジェクト実施に必要な情報の収集および中国側との事業計画の検討

を行うための詳細計画策定調査を実施しました。本報告書では、本調査の結果を取りま

とめたものです。 

中国の健全な競争環境の維持・強化は、中国の消費者や企業はもちろん、中国で活動

する外国企業にとっても重要なテーマとなっています。本プロジェクトが、日中の競争

当局の関係強化とともに、中国の市場の競争環境の維持・改善に貢献できるよう、着実

に実施を進める必要があります。本調査にご協力くださった日中両国の関係者の方々に

深く感謝申し上げますとともに、実施段階ではさらに多くの日中両国の政府、学界、経

済界などの皆様のご支援を頂けるよう努めてまいります。 

 

 

平成 24 年 2 月 

 

 

独立行政法人国際協力機構（JICA） 

中華人民共和国事務所長 中川 聞夫 
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写   真 

 

商務部独占禁止局との協議 

（中央：呉振国商務部独占禁止局副局長） 

工業・情報化部、国有資産監督管理委員会、

地方商務庁等との面談 

協議議事録署名 

（左：呉振国副局長、右：倉科和子団長） 

調査団員及び商務部関係者 

 

中国人民大学有識者インタビュー 

（左から三番目：呉漢洪経済学院教授、 

左から一番目：楊東法学院副教授） 
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略 語 一 覧 

 

略語 正式名称 

JICA 国際協力機構（Japan International Cooperation Agency） 

工商総局 国家工商行政管理総局 

国務院独禁委 国務院独占禁止委員会 

発改委 発展改革委員会 
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第一章 調査の概要 

１． 背景 

 中国では、市場経済化の進展に伴い健全な競争環境の維持・強化が求められるように

なり、2008 年 8 月 1 日に初めて独占禁止法が施行された。同法第一条は、「独占行為の

予防及び制止をし、市場競争を公平に行い、経済の効率を高め、消費者の利益と社会公

平利益を擁護し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、本法を制定する。」

と定めている。同法に基づき国務院独占禁止委員会（以下、「国務院独禁委」）が設立さ

れ、また国務院により商務部、発展改革委員会（以下、「発改委」）及び国家工商行政管

理総局（以下、「工商総局」）の三機関（以下、執行三機関）が独占禁止法の執行機関と

認定された。具体的には、商務部独占禁止司が企業結合規制、発改委価格監督・独占禁

止司が価格に係る独占的協定・支配的地位の濫用・行政独占に係る規制、工商総局独占

禁止・反不正当競争法執行局が価格以外の独占的協定・支配的地位の濫用・行政独占に

係る規制をそれぞれ担当している。国務院独占禁止委員会は執行三機関をはじめとする

関連機関 から構成され、商務部が同委員会事務局に位置付けられた。 

国務院独占禁止委員会及び執行三機関は、独禁法制定後、各種の行政規則（国務院が

制定。「規定」「条例」）、部門規則（執行三機関が制定。「規定」「条例」「弁法」）及びガ

イドライン（執行三機関が制定。「指南」「指導意見」）を制定してきた。今後、さらな

る規則・ガイドラインの制定・更新が見込まれるとともに、執行三機関の運用能力の向

上が期待されている。 

 我が国は 2004 年から 2009 年まで、「経済法・企業法整備プロジェクト」の独禁法サ

ブプロジェクトを通じ、独禁法制定過程での立法機関への協力及び独禁法制定後の執行

機関への協力を行い、中国側からも高い評価を得た。 

2010 年 4 月、中国政府は日本政府に対し独禁法執行機関の更なる能力強化に関する

技術協力プロジェクトの要請を提出したのに対し、2011 年 9 月、日本政府が採択を決

定した。右決定に基づき、JICA は、本プロジェクトの実施に必要な情報の収集および

中国側との事業計画の検討を行うための詳細計画策定調査を実施することとなった。 

 

２． 目的 

（１） 中国の独占禁止法の執行に関する課題、中国の執行機関の政策、日本側への協

力要望の確認 

（２） 本プロジェクト実施の妥当性の確認 

（３） 本プロジェクトの実施体制及び事業計画（目標、成果、活動、日中双方の投入、

指標など）の検討 
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３． 調査団構成 

 氏名 担当分野 所属先 派遣期間

1 倉科和子 総括/団長 JICA 中国事務所 次長 1/9-1/12

2 深町正徳 企業結合 公正取引委員会事務総局経済取引局企業

結合課 

上席企業結合調査官 

1/8-1/13

3 山下博之 競争政策 公正取引委員会事務総局 

官房国際課 課長補佐 

1/8-1/13

4 竹原成悦 協力計画 JICA 中国事務所 所員 1/9-1/12

5 張苑 協力計画 JICA 中国事務所 所員 1/9-1/12

垣内晋治・在中国日本国大使館一等書記官がオブザーバー参加 

 

４． 現地調査日程 

 月日 行程 

1 1 月 8 日（日） 10:30 成田発  

13:40 北京着  

16:00 調査団内協議 

2 1 月 9 日（月） 09:00-13:30 商務部との協議 

14:00-17:00 調査団内協議 

3 1 月 10 日（火） 08:30-12:00 工業・情報化部、国有資産監督管理委員会、地方商

務庁等との面談 

13:30-22:00 商務部との協議 

4 1 月 11 日（水） 09:00-12:00 調査団内協議 

14:00-16:30 商務部との協議 

16:30-17:00 協議議事録署名式 

5 1 月 12 日（木） 10:00-11:00 日本大使館報告 

12:00-15:30 人民大学有識者インタビュー 

6 1 月 13 日（金） 08:55 北京発  

13:05 成田着  

 （成田・北京往復は公正取引委員会団員のみ） 
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５． 主要面談者 

（１） 中国側関係者 

ア、商務部 

   呉 振国 独占禁止局 副局長 

   朱 忠良 独占禁止局競争政策処 調研員 

   孫 淼 独占禁止局競争政策処 副調研員 

   王 李楽 独占禁止局競争政策処 係員 

   崔 書鋒 独占禁止局法律処 副処長 

馬 俐 青海省商務庁輸出入公平貿易処 処長 

   張 静 江西省商務庁政策法規処 処長 

 

イ、 独禁委員会構成機関関係者 

 張 陸軍 国務院国有資産監督管理委員会政策法規局 処長 

 周 芸燕 国務院国有資産監督管理委員会政策法規局 係員 

 樊 曄 工業・情報化部 

 

ウ、人民大学関係者 

韓 大元 中国人民大学法学院 院長 

   呉 漢洪 中国人民大学経済学院教授、産業経済・競争政策研究センター主任 

   楊 東 中国人民大学法学院副教授、競争法研究所副所長 

 

（２） 日本側関係者 

岩本 桂一 在中国日本国大使館 経済部参事官 

垣内 晋治 在中国日本国大使館 一等書記官 
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第二章 調査結果 

１．団長総括 

今回の調査は、調査開始直前に、部内の全国会議が同時期に開催されるため調査日程

を圧縮してほしいとの依頼が商務部からあり、当初 5日間の日程を実質 2日間で行うこ

ととなった。商務部のこの対応は、日中の信頼関係に影響を及ぼすものであり、今後プ

ロジェクト実施の段階でも大きな不安要素になりえるところ、調査中に商務部独占禁止

局競争政策処処長に対し、今回の急な日程変更は非常に遺憾であること、今後プロジェ

クト実施に当たってはこのような事は二度と起こってはならない旨申し入れ、先方から

は謝罪とともに、今後は年度当初に年間計画を立てていくので二度とこのような事は起

こさない、安心してほしいとの回答を得た。 

調査日程は変更されたものの、協議を集中的に行ったことで、基本的には予定どおり、

おおよそ対処方針どおりの内容でミニッツを締結した。特記事項は以下のとおり。 

 

プロジェクトの中国側カウンターパート、窓口は商務部であるという点に関連して、

商務部からは、次年度計画協議に加え、訪日研修、研究会などの各活動に関する事前協

議についても、分野にかかわらず商務部が他参与機関との調整を行った上で、商務部単

独で JICA と行うこととしたいという主張がなされた。一方、事前協議後の詳細内容の

打ち合わせは、発展改革委員会、工商総局等参与機関と JICA が独自に行うことは問題

ないことが確認できた。先方のいう事前協議は基本的には実施時期とおおよそのテーマ

設定程度であり、詳細内容については直接の協議が可能であることから大きな問題はな

いと判断し、上記内容で合意した。ただし、プロジェクト運営にあたっては、商務部以

外の機関のニーズ確認に注意が必要である。 

訪日研修に関し、商務部は商務部のコース、発改委及び工商総局のコース、というよ

うな分け方は考えておらず、すべての研修について、参与機関の関係者、また、場合に

よっては人民法院、全人代等関連機関の関係者が参加することを想定していた。当方か

らは、参加者がばらつくとニーズを満たすことが難しくなること、幅広く浅い内容の研

修を繰り返すことはその実施効果に疑問があることを伝え、初年度の局長級の研修を除

き、研修の重点テーマを「事業者集中」「独占的協定・市場支配的地位の濫用」の 2 つ

に分け、2013 年度、2014 年度にそれぞれのテーマの研修を 1 回ずつ行うことを提案し

了解を得た。また併せ、どのコースについても様々な機関の参加者から構成される可能

性が高いものの、テーマにあった人材の選出を行うことを依頼した。このほか、特に人

数配分については商務部にかたよることも心配されるため、テーマと人数配分について

は事前に JICA と相談し決定することを申し入れ、先方は快諾した。 

経費負担については交渉を重ねたものの、中国側の制度上の都合により訪日研修及び

外国人専門家派遣にかかる費用負担は非常に難しいということであったため、前プロジ

ェクトでも中国側が負担していた中国国内で実施する研究会等の経費の他、テーマ研究
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にかかる費用（全体研究数の 2/3 を中国側が負担するイメージ）も中国側が負担するこ

とで合意した。 

本調査期間中に、公正取引委員会から南部審議官が中国を訪問され、日中独占禁止法

当局間の協力協定の締結について話し合いがなされ、情報交換窓口が決定された。本プ

ロジェクト終了後当該分野の協力は当局間協力として行われることになることが想定

されるが、これに向け、プロジェクトが当局間の協力と交流のプラットフォームとして

の役割を果たし、プロジェクト活動が双方の信頼関係の促進に役立つことが期待される。 
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２．現状 

(１) 審査、調査の状況 

ア．事業者集中（商務部） 

商務部の説明によれば、2008 年独禁法施行から 2011 年 12 月末までの審査完了件数

382 件の審査結果の内訳は、無条件許可が 371 件（97％）、禁止 1件、条件付許可 10 件

であった。2011 年は、届出受理件数 203 件（前年同期比 40％以上増）で、うち 185 件

を立件した（同 50％以上増）。審査完了件数 160 件（同 40％以上増）の審査結果の内訳

は、無条件許可 151 件、禁止 0件、条件付許可 4件、立件後取下げ 5 件であった。届出

件数は、2008 年約 20 件が、2010 年に 100 件を超え、さらに 2011 年に 200 件を超えた。

200 件のうち詳細審査に進むのは 140 件と多く、審査官 1 人あたりの件数は年 7-8 件を

超え、件数の多い審査官は 10 件以上担当しているとのことであった。他方で商務部は、

米国に比べると中国の届出件数は未だ少なく、企業に独禁法に関する認識が広まること

で、さらに届出件数が増えるのではないかとの見通しを持っていた。商務部としては、

審査の透明性と効率性の改善を重要な課題として認識していた。 

審査段階では、意見募集、座談会、公聴会、実地調査、委託調査、面談などを通じ、

工業情報化部など当該企業を所管する産業省庁、国有資産監督管理委員会のような中央

国有企業を所管する省庁などから企業・業界情報や審査に対する参考意見を得ている。

工業情報化部及び国有資産監督管理委員会の面談者によれば、2011 年の届出件数約 200

件のうち、商務部から工業情報化部への照会が 110 件、国有資産監督管理委員会への照

会が 10 数件とのこと。複雑な案件では大学等の外部の専門家にも専門的見地から意見

を得ているようだ。関係省庁や専門家の意見は商務部の参考に過ぎないが、工業情報化

部面談者は、中国は地域により状況が異なるため独占禁止と産業とのバランスをとって

おり、商務部は産業主管部門の意見を尊重していると述べていた。 

審査は商務部が行うが、一部の個別案件の調査は商務部から地方商務庁（公正取引処

など）に委託することがある。本調査で面談した江西省商務庁の場合、2011 年に 2件、

2008 年以来延べ 5 件の調査経験があるとのこと。他方青海省商務庁は、2009 年の 1 件

のみ（肥料企業の合併）。商務部によれば、中央政府の人員数は厳しく管理されている

ため、商務部の大幅な人員増は難しく、地方人材を育成し、将来的に地方に一部の審査

権限を授権する可能性があるらしい。ただし行政法制上、中央政府の業務を地方政府に

移譲した場合の責任は中央が負うため、権限授権をしたとしても、簡易審査程度との見

解であった。また商務部より、問題解消措置の執行状況のフォローアップを地方商務庁

に任せたいとのコメントもあった。 

 

イ． 価格にかかる独占的合意、市場支配的地位の濫用（発改委） 

 2011 年 11 月、発改委は中国電信と中国聯通のブロードバンドアクセス分野の独占行

為の疑いで調査を開始した。また同月には、高血圧治療薬の原料価格をコントロールし
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たとして山東省の製薬企業 2社に制裁金 700 万元以上を課した。商務部より、国際的に

見て中国の価格カルテルは多いと考えられるため、今後発改委の業務は増えるだろうと

の説明があった。なお発改委は地方に調査権限を授権済みで、2011 年までに省レベル

の価格監督部門に独禁業務の専門担当部門を設置予定。 

 

（２）独禁法執行体制 

ア．国務院独禁委 

国務院独禁委は、独占禁止法第 9条に基づき、競争政策の検討と策定、市場全体の競

争状況の調査と評価、ガイドラインの制定、独禁法執行業務の調整などを行う。商務部、

発改委、工商総局の部長級、工業・情報化部、監察部、財政部、交通運輸部、国有資産

監督管理委員会、知識産権局、国務院法制弁公室、銀行監督管理委員会、証券監督管理

委員会、保険監督管理委員会、電力監督管理委員会の副部長級がメンバー。年１回の会

議に加え、テーマごとの会議開催も可能とされている。 

国務院独禁委は、執行三機関の職責を超え三機関の関連性、共通性がある分野の規

則・ガイドラインを制定するが、各執行機関の職責の範囲の分野の規則・ガイドライン

は各機関により制定される。国務院独禁委は、2009 年に「関連市場の画定に関する指

針」を制定したが、商務部の説明によれば、当面は国務院独禁委による新たなガイドラ

イン制定の計画はない。なお国務院独禁委は現在、市場全体の競争状況の調査報告書を

作成している。 

国務院独禁委の事務局機能は商務部が担っており、2011 年 9 月に商務部独禁局内に

委員会協調処が設立された。市場全体の競争状況の評価報告、横断的な競争政策及びガ

イドラインの起草、関連部門の独禁業務状況の経験共有、外国の独禁業務の動向の把握、

各業界の市場集中状況のデータベース構築、独禁委会議運営、独禁委専門家グループと

の連絡事務などを行う。 

 また 2011 年 12 月末には、国務院独禁委専門家グループが発足。法律、経済学、産業

経済分野などの研究者、行政経験者 21 名から成る。本調査で面談した呉漢洪委員（人

民大学経済学部教授）によれば、同グループは今後、重要な規則・ガイドラインや個別

案件について助言する役割を担う予定とのこと。 

 

イ．商務部独禁局 

1 室 6 処体制、計 35 人（うち審査官は 30 人）。商務部の説明によれば、原則として、

独禁局職員の商務部内の別部署への人事異動はない。本プロジェクト窓口の競争政策処

は、立法、国際交流、政策研究を担当。個別案件の事前相談及び立件は商談処が、個別

案件の審査は法律処（法律的観点）及び経済処（経済学的観点）がそれぞれ担当する。 
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表 1 商務部各処の担当業務 

事務室 ・人事、文書管理、広報等 

競争政策処 

（4人） 

・規則・ガイドライン・内部規定の制定 

・二国間・多国間協力、国際的な競争規則の協議 

・国内外の独禁法立法及び競争政策の研究 

・案件審査に対する業界情報の提供 

商談処 ・事業者集中の届出前相談 

・相談、立件に関する調査研究 

法律処 ・法律的観点から案件審査に参加 

経済処 ・経済学的観点から案件審査に参加 

監察法執行

処 

・立案・審査・採決の各段階で独立した意見を提出（内部モニタリング）

・条件付承認の執行の監督 

・事業者集中に関する通報の受理 

委員会協調

処 

（5人） 

・市場全体の競争状況の評価報告 

・関連の競争政策、ガイドラインの起草 

・関連部門の独禁業務状況の経験共有 

・外国の独禁業務の動向の把握 

・各業界の市場集中状況のデータベース構築 

・国務院独禁委員会の会議運営 

・同委専門家グループとの連絡事務 

（出典：商務部説明より作成） 

 

地方商務庁の体制について、本調査で面談した江西省商務庁政策法規処の場合、同処

の人員は計 3 人で、うち 1人が知的財産権分野と兼務する形で独禁業務に従事している

との説明があった。また青海省商務庁公平貿易処は、他業務と兼務で 5人が独禁業務に

従事している。 

 

ウ．発改委価格監督検査・独占禁止司（発改委独禁司） 

 発改委独禁司には、総合処、法制業務処、監督指導処、価格検査処、料金徴収検査処、

市場価格監督管理処、価格独占禁止調査一処、価格独占禁止調査処、競争政策・国際協

力処がある。各処及び地方発改委の体制については詳細情報を得られなかった。 

 

エ．工商総局独占禁止・不正当競争禁止執行局（工商総局独禁局） 

工商総局独禁局には、総合処、独占禁止執行処、独占禁止法律指導処、不正競争防止

処、案件督査協調処がある。各処及び地方工商局の体制については詳細情報を得られな

かった。 

 

（３）規則・ガイドラインの制定状況 

 各機関による独占禁止分野の規則・ガイドライン等の制定状況は、以下のとおり。 

12



 

ア．国務院、国務院独禁委 

法令名 制定機関 公布 施行 

国務院独占禁止委員会主要職責及び構成

人員に関する通知  

国務院弁公室 08/07/28 08/07/28 

事業者集中の届出基準に関する規定 国務院 08/08/03 08/08/03 

関連市場の画定に関する指針 国務院独禁委 09/05/24 09/05/24 

 

イ．商務部（事業者集中） 

法令名 制定機関 公布 施行 

事業者集中の届出に関する指導意見 商務部独禁局 09/01/05 09/01/05 

事業者集中届出文書書類に関する指導意

見 

商務部独禁局 09/01/05 09/01/05 

事業者集中審査弁法 商務部 09/11/21 10/01/01 

事業者集中届出弁法 商務部 09/11/21 10/01/01 

事業者集中届出規則及び事業者集中審査

規則の読解について 

商務部独禁局 10/01/15  

事業者集中における資産又は業務の分離

の実施に関する暫定規定 

商務部 10/07/05 10/07/05 

事業者集中競争影響評価に関する暫定規

定 

商務部 11/08/29 11/09/01 

法に基づき届出がなされなかった事業者

集中の調査及び取扱に関する暫定弁法 

商務部 11/12/30 12/02/01 

（金融業） 

金融業における事業者集中

届出に係る売上額に係る計

算方法 

商務部、人民銀行、銀行業監

督管理委員会、証券監督管理

委員会、保険監督管理委員会

09/07/15 09/08/15 

 

ウ．発改委（価格に関する独占協定、市場支配的地位の濫用、行政独占） 

法令名 制定機関 公布 施行 

価格行政執行を強化し価格独占を制止す

るための通知 

発改委価検局 08/03/18  

反価格独占規定 発改委 10/12/29 11/02/01 

反価格独占行政執行手続規定 発改委 10/12/29 11/02/01 

 

エ．工商総局（価格以外の独占協定、市場支配的地位の濫用、行政独占） 

法令名 制定機関 公布 施行 

工商行政管理機関の行政権力の濫用によ

る競争の排除又は制限行為の制止手続に

関する規定 

工商総局 09/05/26 09/07/01 

工商行政管理機関の独占協定、市場支配

的地位濫用事件の取締手続に関する規定

工商総局 09/05/26 09/07/01 
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工商行政管理機関による独占協定行為の

禁止に関する規定 

工商総局 10/12/31 11/02/01 

工商行政管理機関による市場の支配的地

位の濫用行為の禁止に関する規定 

工商総局 10/12/31 11/02/01 

工商行政管理機関による行政権力の濫用

による競争の排除、制限行為の制止に関

する規定 

工商総局 10/12/31 11/02/01 

 

オ．関連法令 

法令名 制定機関 公布 施行 

不正競争防止法 全国人大 93/09/02 93/12/01 

価格法 全国人大 97/12/29 98/05/01 

外国投資者の国内企業買収に関

する規定 

商務部、国有資産監督管

理委員会、国家税務総

局、証券監督管理委員

会、国家外貨管理局 

06/08/08 06/09/08 

外国投資者による国内企業の買

収に対する安全審査制度の構築

に関する国務院弁公庁通知 

国務院弁公庁 11/02/03 11/03/05 

外国投資者国内企業買収安全審

査制度実施関連事項暫定規定 

国務院 11/03/04  

外国投資者国内企業買収安全審

査制度実施ガイドライン 

商務部 11/04/20  

 

カ．最高人民法院（司法解釈） 

名称 公布 

独占禁止民事紛争事案の審理における法律適用に係る若干の問題に関

する最高人民法院規則（意見募集稿） 

11/04/25 

「中華人民共和国独占禁止法」の真摯な学習及び徹底を行うための最高

人民法院通知 

08/07/28 

 

（４）人材育成の現状 

 商務部は、独禁法施行以来 3 年で 13 回の研修を行い、商務部、地方商務庁、業界団

体などから延べ 1000 人以上が参加した。商務部は今後も 50-80 人規模の研修を年 4回

開催予定である。その他、独禁法のポスターやパンフレットを地方商務庁に配布したり、

大規模国有企業の独占禁止の意識向上、コンプライアンス改善のための研修を実施した

りしている。商務部は、地方商務庁職員を政府・企業向けの研修の講師として育成する

考えを持っており、2011 年 5-6 月には地方商務庁職員 25 人を 21 日間の訪米研修に参

加させた。 
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発改委は、今後 3年間に 50％の省レベルの独禁執行担当者に経済・法律の知識、案

件調査手法、分析方法などに関する研修を実施するとともに、独禁人材バンクを整備予

定である。 

 2009 年、商務部、発改委、工商総局、EU 競争総局は、共同で競争政策宣伝週間を実

施し、執行官向けの研修を行った。 

執行三機関以外にも、国有資産監督管理委員会が中央国有企業に対し、同委員会地方

部門が地方国有企業に対し、独禁法に関する知識を普及する研修を実施している。 

 

（５）他国の競争当局間の協力状況 

 執行三機関は、欧米、ロシア、韓国などの競争当局との執行協力関係を強化している。

現在の協力状況は以下のとおり。 

ア． 執行三機関 

商務部、発改委、工商総局は、2011 年 7 月、米国の司法省及び連邦取引委員会と「独

占禁止とトラスト禁止協力に関する覚書」を締結した。 

イ．商務部 

商務部は、2004 年に EU 競争総局と「中欧競争政策対話枠組協定」を締結し、年 1 回、

中欧競争政策対話を開催している。2011 年 7 月に第 7 回対話を実施した。なお同覚書

は中国独禁法制定以前に締結されたため、現在内容の見直しが行われている。また米国

との間では、2011 年 11 月、上述の「独占禁止とトラスト禁止協力に関する覚書」の枠

組みの下で、米国司法省及び連邦取引委員会と「事業者集中案件協力に関するガイダン

ス」を策定し、双方の事業者集中審査の協力を強化している。さらに 2012 年中に韓国、

英国、ロシアとの競争当局との協力関係を構築する予定 

イ． 発改委 

発改委は、2011 年 1 月に英国公正取引庁との協力覚書を締結した。 

ウ． 工商総局 

工商総局は、2011 年 9 月に北京で第二回 BRICs 諸国国際競争大会を開催した。また

ロシア独占禁止局と、不当競争禁止と独占禁止分野の協力交流協定の実施に関する覚書

（2012-2013 年度）を締結した。 

  

15



 

４．主な協議結果 

（１）協力対象 

事業計画案は、第四章プロジェクト基本計画及び付属資料（協議議事録）のとおり。 

本プロジェクトの対象分野は、商務部が担当する「事業者集中」に加え、発改委及び

工商総局が担当する「独占的協定、市場支配的地位の濫用」を含むことで合意した。 

商務部の説明によれば、今後各機関が制定予定の規則・ガイドライン類は以下のとお

り。具体的な協力対象の規則・ガイドラインは、中国側の制定準備状況もふまえつつ、

各活動の準備段階において日中間で協議する。 

＜事業者集中分野（商務部）＞ 

・ 事業者集中の問題解消措置に関する規定 

・ 事業者集中の相談、届出、立案の指導意見 

・ 事業者集中の簡易プロセスに関する内部規定 

・ 合弁企業の審査に関する内部規定 

・ 事業者集中に参加する事業者の画定に関する内部規定（複数社合同で企業を

新設する場合の支配権の考え方） 

・ 事業者集中の売上高計算方法に関する内部規定 

・ 事業者集中の相談、届出、立案の内部規定 

・ 事業者集中の概念に関する内部規定 

・ 事業者集中の審査結果の公開に関する内部規定 

・ 事業者集中の問題解消措置案件の執行に関する作業規則 

・ 法に基づいて事業者集中の届出を行なっていない場合の調査処理作業規則 

・ 監督受託人合意文書 

＜価格に係る独占的協定、支配的地位の濫用分野（発改委）＞ 

・ 独占的協定、市場支配的地位の濫用に関する調査技術のための立法 

・ 独占的協定、市場支配的地位の濫用に関する救済措置のための立法 

＜価格以外の独占的協定、支配的地位の濫用分野（工商総局）＞ 

・ 知的財産権の濫用による独占を防止するための関連規則 

協力対象機関は、執行三機関を中心とし、国務院独禁委構成機関も含める。商務部と

しては、執行三機関の中央部門に加え、企業に対する普及・啓蒙活動を担う地方部門、

また独禁法及び競争政策に関する知識・意識の普及の観点から国務院独禁委構成機関、

についても重視している。 

 

（２）実施体制 

プロジェクト・ディレクターは独禁局副局長（呉振国、Mr. Wu Zhen Guo）。プロジェ

クト・マネージャーは競争政策処処長（孫淼、Mr. Sun Miao）が担当する。 

個々の活動の準備にあたっては、商務部がテーマや参加者配分等の中国側内部調整を
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（４）テーマ研究 

本プロジェクトでは、日中双方が関心を持つテーマに関する研究を行う。研究方法は

研究機関に対する委託方式を考えている。研究結果をもとに、訪日研修または中国での

研究会の際に、日中の競争当局関係者が議論・分析を行うことを想定している。商務部

が現段階で関心を示したテーマは以下のとおり。 

・ 競争政策と関連政策の間の関係。具体的には産業政策、貿易政策、外資政策等。 

・ 競争法執行機関と産業監督部門の間の関係。独禁法執行部門による両者の関係の

調整のあり方。 

 今後、日中双方が関心テーマを提案し、2012 年度下半期の開始を検討する。商務部

は、経済法・企業法プロジェクトの成果として、立法、執行官育成、日中競争当局間関

係の強化に加え、日中学界間の交流促進を強調しており、本プロジェクトにおいても、

訪日研修、研究会はもちろん、テーマ研究にも日中の研究者の協力の意義は大きいと思

われる。 

 なお研究テーマに関し、上述の呉漢洪・人民大学経済学院教授より、①ネット産業と

競争政策、②垂直的企業結合、③産業政策と競争政策の関係、④知財における独禁問題、

⑤貿易政策と競争政策の関係、が重要との助言を頂いた。また楊東・人民大学法学院副

教授からも、①問題解消措置の執行、②イノベーションと競争政策、③独禁法執行機関

と産業所管機関の間、執行三機関間（特に発改委と工商総局）の調整、④関連市場画定

（特にネット市場）、⑤人材育成、が重要との助言を得た。 

 

（５）費用分担 

 経済法・企業法プロジェクトに比べ、テーマ研究費用の一部負担の点で中国側負担を

増やすことに合意し、以下のとおりとする。 

 日本側 中国側 

訪日研修（計 5回） 中国国内費用以外 中国国内費用 

中国での研究会（計 6回） JICA 専門家派遣費用 開催費、中国側参加者旅費

テーマ研究 一部の研究の委託費用 一部の研究の委託費用 

公開セミナー、国際シンポ JICA 専門家派遣費用 開催費、中国側参加者旅費
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第三章 各分野の課題及び提言 

１．事業者集中 

 中国独占禁止法に基づく事業者集中規制は、商務部が担当している。これまでの事業

者集中規制に関する運用状況や今回の調査結果を踏まえると、審査の効率性や透明性を

改善させていくことが今後の重要な課題であると考えられる。 

 審査の効率性の改善のためには、「規則・ガイドライン等の整備（内部規定を含む）」

及び「執行体制の整備」が必要であり、審査の透明性の改善のためには、「規則・ガイ

ドライン等の整備（それらの外部への公表）」及び「事案の公表の充実」が必要である。 

 以下では、①規則・ガイドライン等の整備、②執行体制の整備、③事案の公表の充実

の三つに分けて、現状及び課題並びに本プロジェクトによる貢献可能性について簡単に

整理する。 

 

（１）規則・ガイドライン等の整備 

ア．審査手続に係る規則・ガイドライン等の整備状況 

 中国独占禁止法に基づく事業者集中規制は、日本を含む他国・地域の競争法と同様、

一定の要件を満たす事業者集中について執行当局（商務部）が事前に届出を受け、当該

届出事案について審査を行うスキームとなっている。このため、届出に関する具体的な

手続規定が定まらない限り、届出が行われず審査が行われないことから、独占禁止法施

行直後（2008 年 8 月 3 日）に既に、具体的な届出基準を定めた「事業者集中の届出基

準に関する規定」が国務院から公布・施行されているほか、届出の手続等を定めた各種

指導意見等が定められている。 

 また、これら手続規定に基づき、独占禁止法施行直後から実際に届出が行われている

ところ、届け出られた事業者集中事案については、他国・地域の競争法と同様、一定の

期間内に当該事業者集中を承認するか、禁止するか、条件付きで承認するかを判断しな

ければならない。このため、執行当局（商務部）が事案の処理を放置することは許され

ず、独占禁止法施行直後の段階から審査が行われてきている。また、審査案件を積み重

ねる中で、審査における手続を定めた「事業者集中審査弁法」や「事業者集中における

資産又は業務の分離の実施に関する暫定規定」等が制定されている。 

 このように、事業者集中規制の分野では、届出や審査に関する手続規定が整備されて

きており、当該手続規定に基づき多くの事案が処理されている。 

 

イ．審査基準に係る規則・ガイドライン等の整備状況 

 日本を含む他国・地域の競争法と同様、中国独占禁止法における事業者集中規制に係

る法律上の規定は抽象的であることから、事業者集中を計画する事業者にとっての予見

可能性を高めるとともに、執行当局が恣意的な法運用を行っていない点を自ら明らかに

する観点からも、審査における分析のポイントや考え方を取りまとめたガイドラインを
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作成・公表し、審査基準を明確化することが重要である。 

 この点、事業者集中審査の重要なプロセスの一つである市場画定については、2009

年 5 月 24 日に「関連市場の画定に関する指針」が国務院独占禁止委員会から公布・施

行されており、日本や欧米のガイドラインと比較して遜色がないと思われる基準が定め

られている。 

 他方、事業者集中による競争制限効果の判断基準については、2011 年 9 月 5 日に商

務部が「事業者集中競争影響評価に関する暫定規定」を公布・施行しているところ、同

規定は、事業者集中が競争を排除又は制限するおそれがあるかどうかの判断に当たって

の考慮要素を列挙したものとなっており、日本の「企業結合審査に関する独占禁止法の

運用指針」（企業結合ガイドライン）や欧米の水平合併ガイドラインに相当するものと

考えられるが、日本や欧米のガイドラインほど詳細な記述ぶりとはなっていない。 

 また、日本や欧米のガイドラインには、シェアや集中度の数値を用いて、この数値以

下であれば審査するまでもなく競争法上問題とならないという基準（いわゆるセーフハ

ーバー基準）が存在するが、「事業者集中競争影響評価に関する暫定規定」等ではセー

フハーバー基準は定められていない。 

 

ウ．今後の課題及び本プロジェクトによる貢献可能性 

 上記ア．のとおり、審査手続に係る規則・ガイドライン等は着実に整備されてきてい

ると考えられる一方、上記イ．のとおり、競争制限効果の判断基準を示す規則・ガイド

ライン等は必ずしも十分なものではなく、今後、「事業者集中競争影響評価に関する暫

定規定」の内容を更に充実させたガイドライン等を制定することが、事業者集中規制の

透明性の確保の観点から重要な課題となると考えられる。したがって、本プロジェクト

では、日本の企業結合ガイドラインの内容を解説するとともに、詳細なガイドライン制

定の必要性・重要性について説明していく必要があると考えられる。 

 また、事業者集中を計画している事業者にとっての予見可能性を高める観点から、セ

ーフハーバー基準を設定することが課題となると考えられる。セーフハーバー基準の設

定は、商務部職員の負担軽減（後述）の観点からも重要であると考えられる。ただし、

日本や欧米と同レベルのセーフハーバー基準を導入すると、おそらく、企業結合で問題

解消措置が付された第一号事件であるインベブによるアンハイザーブッシュの買収事

案などはセーフハーバーに該当するような事案であった可能性があり、それ以外の問題

解消措置付きの事案でも規制するのが難しくなる可能性がある。このため商務部が一定

の裁量を確保したいと考える場合には、日米欧レベルのセーフハーバー基準の導入には

抵抗があると思われる。セーフハーバー基準をどのレベルに設定するかについて、公正

取引委員会において平成 19 年の企業結合ガイドラインの改正の際に詳細な検討を行っ

ていることから、本プロジェクトで日本の経験を紹介することは、商務部にとって有益

なものとなると考えられる。 
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（２）執行体制の整備 

ア．現状 

 中国商務部で実際に個別事案の審査を担当している職員は、諸外国の事例やガイドラ

インの内容等をよく研究しており、その知識レベルは非常に高いと思われる。他方、商

務部の職員一人当たりの業務負担は非常に大きいと言われており、独禁法の認知が進む

と更に届出件数が増加し、職員一人当たりの負担が増加すると見込まれる。 

 産業所管官庁との関係について、中国独占禁止法第 27 条(5)では、事業者集中審査に

おいて「事業者の集中が国民経済発展に対して与える影響」を考慮しなければならない

とされており、法律上産業政策的観点も考慮するスキームとなっているようにみえる。 

 

イ．今後の課題及び本プロジェクトによる貢献可能性 

 商務部の職員一人当たりの負担が非常に大きいという問題の一つの要因として、セー

フハーバー基準が存在しないことが挙げられる。審査の透明性の確保の観点からセーフ

ハーバー基準を導入する必要性については、上記（１）ウ．のとおりであるが、セーフ

ハーバー基準の導入により詳細に審査するまでもなく独占禁止法上問題ないとして処

理する事案が増加し、商務部職員の業務負担が軽減されると見込まれることから、執行

体制に余裕を持たせるためにもセーフハーバーの導入は特に重要であると考えられる。 

 また、商務部の職員の負担軽減のために、発展改革委員会や国家工商行政管理総局の

ように、地方の組織に審査権限を委任するという選択肢も考えられる。公正取引委員会

では、地方事務所でも企業結合の届出を受け付け、実際に審査も行っていることから、

日本の実績・経験等について商務部に紹介することは有意義であると考えられる。 

 産業所管官庁との関係について、競争法の執行に当たり産業政策的判断が介入する余

地を認めることは、国際的なスタンダードによれば望ましくないことと考えられており、

訪日研修や研究会等において競争当局の独立性の重要性等についてきちんと説明する

必要があると思われる。 

 

（３）事案の公表 

ア．現状 

 中国独占禁止法第 30 条において、商務部は、「事業者の集中を禁止する決定又は事業

者の集中に制限的条件を加える決定を社会に対してすみやかに公布しなければならな

い」とされている。この規定に基づき、これまでの法執行において禁止された事業者集

中事案 1 件及び条件付きで承認された事案 10 件の審査結果が公表されている。独占禁

止法執行開始当初のものと比べ、公表内容は徐々に拡充されてきているが、未だ不十分

であると考えられる。また、無条件で承認された事案の審査結果については、一切公表

されていない。 
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イ．今後の課題及び本プロジェクトによる貢献可能性 

 審査結果の詳細な公表は、審査基準（企業結合ガイドライン）の明示とともに、審査

の透明性の確保にとって重要な手段である。 

 商務部は、中国独占禁止法により公表が義務付けられている禁止事案と条件付き承認

事案について、審査結果を公表しているが、日米欧の公表事例と比較すると、当該事業

者集中により具体的にどのような競争上の弊害が生じるおそれがあり、問題解消措置に

より当該弊害がどのようなメカニズムにより是正されるのか等についての説明は未だ

不十分であり、公表内容の一層の充実を図っていく必要があると考えられる。 

 また、法により公表が義務付けられていない事案（無条件で承認した事案）の審査結

果については、一切公表されていないが、この点について、無条件で承認した事案の審

査結果すべてを公表する必要はないと考えられるものの、詳細な検討を行った上で問題

ないと判断した事案などについては、透明性の確保の観点から公表することも検討に値

するのではないかと考えられる。 

 公正取引委員会でも、禁止した事案や条件付きで承認した事案については詳細な審査

結果を公表するとともに、無条件で承認した事案の一部についても、事例集という形で

毎年 1回公表しており、本プロジェクトにおいてそのような日本の実務について紹介す

ることは意味のあることと考えられる。 

 

  

22



 

２．価格に係る独占的協定、支配的地位の濫用 

価格に係る独占的協定及び支配的地位の濫用（以下「価格独占規制」という。）につ

いては、発改委が担当している。 

発改委の法令整備は「価格行政執行を強化し価格独占を制止するための通知」以降、

特段目立った動きはなかったが、2010 年 12 月、「反価格独占規定」及び「反価格独占

行政執行手続規定」が制定され、これにより、独占禁止法を施行するにあたっての実体

面及び手続面での規定整備は一応完了したと考えられる。 

法執行面においては、近年中国において社会問題化しているインフレに対する抑制対

策の一環として、発改委は独占禁止法の執行にも力を入れており、2011 年 3 月 5 日に

発改委から公表された「2010 年度国民経済・社会発展計画の執行状況と 2011 年度国民

経済・社会発展計画案についての報告」においても、価格への監督・管理の強化として、

価格法に基づく価格違法行為行政処罰規定の執行と併せて、独占禁止法についても「価

格独占禁止規定」を真剣に執行し、買いだめや価格吊り上げ、形を変えた値上げ、価格

カルテルの締結などの違法行為を厳しく取り調べ、処分する」ことを掲げ、その執行に

力を入れている。しかし中国独禁法の個々の具体的な事件処理状況については公表義務

がないことなどから、処分件数の総数等は不明である。2010 年以降価格カルテル関係

の規制事例が多数公表されるようになった。2011 年 12 月に武漢で行われた 2011 年全

国価格監督検査・独占禁止工作会議においては、浙江省における防空施設業の価格独占

事件、湖北省における武漢所在の証券業者の取引手数料の一斉引上げ事件、広西チワン

族自治区柳州市所在の食器消毒企業 7 社による消毒済み食器セット出配送価格の一斉

引上げ及び江西省南昌市建設業協会コンクリート専門委員会による価格カルテル事件

を処理したほか、天津市の市黄金装飾品協会に対して指導価格発表を取り消すよう命令

を行った旨が発表された。今後、発改委は執行実績を積み上げ、積極的な案件の公表を

行うことで法執行の透明性の更なる向上を図っていく必要があると考えられる。 

2011 年 11 月、発改委李青副巡視員は、国営企業である中国電信と中国聨通がブロー

ドバンド接続及びインターネット接続決済に関する支配的地位の濫用の疑いがあると

して調査を開始したとメディアに公表した。本件は価格独占分野において国営企業を調

査した初の案件であることから、本件の結論が今後の国営企業に対する法執行に大きく

影響を与えるものと考えられる。 

発改委は、発改委自身が重大な案件とするものを除き、省等の価格主管部門に対し、

当該行政区域内における執行業務を一括授権しており、2011 年までに省レベルの価格

監督部門に独占禁止業務を専門に担当する部門を設置する予定である。発改委自身も今

後 3年間で、50％程度の省レベルの独占禁止法執行担当者に対する研修を実施する予定

であるが、本プロジェクトを通じた地方職員の法執行能力向上も有効であると考えられ

る。 
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３．価格以外の独占的協定、支配的地位の濫用 

 価格以外の独占的協定及び支配的地位の濫用（以下「非価格独占規制」という。）に

ついては、工商総局が担当する。 

法令整備面において工商総局は、2009 年 5 月に手続関係の法令である「工商行政管

理機関の行政権力の濫用による競争の排除又は制限行為の制止手続に関する規定」及び

「工商行政管理機関の独占協定、市場支配的地位濫用事件の取締手続に関する規定」を

規定した。2010 年 12 月には「工商行政管理機関による独占協定行為の禁止に関する規

定」、「工商行政管理機関による市場の支配的地位の濫用行為の禁止に関する規定」、「工

商行政管理機関による行政権力の濫用による競争の排除、制限行為の制止に関する規定」

を公布し、実体規定面での整備も行った。現在、工商総局は知的財産権の濫用による独

占行為の禁止に関する規則を起草中であり、今後更なる法令整備を進める予定である。 

非価格独占規制を担当する工商総局は、法令整備の面では、発改委に比べて早い時期

から関係法令を発表してきたが、法執行の面ではやや消極的に見受けられる。例えば、

2010 年度の全国工商機関活動状況報告では、100 件近くの独占禁止法違反被疑行為に係

る通報があった旨を公表したが、具体的事例の言及はない。2011 年の公表案件は、江

蘇省工商局に事件処理の委託を行った江蘇省コンクリートシェア割当・市場分割カルテ

ル事件及び GPS 監視制御プラットフォーム導入に係る広東省某市政府の行政権力濫用

事件のみであり、今後透明性のある法執行の確保のためにも執行実績の積み上げや積極

的な案件の公表が期待される。 

工商総局は、省等の工商行政管理機関に対して、個別案件ごとに執行業務を委託して

いることから、今後発改委のような地方における独占禁止業務を専門に担当する部門が

設置される見通しは不明である。訪日研修や研究会への地方工商局からの参加者につい

ては、実施前に改めてニーズを確認する必要がある。 
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第四章 プロジェクトの基本計画 

調査団と商務部独禁局が合意したプロジェクトの基本計画は、以下のとおり。 

 

１．事業計画 

（１）期間 

最初の活動の開始日から三年間とする。 

 

（２）上位目標 

中国市場の競争状況が改善される。 

 

（３）プロジェクト目標 

中国において、公正な手続に基づく、透明かつ内外無差別的な独禁法制度が整備される。 

 

（４）成果 

ア．独禁法執行機関の、公正な手続に基づく、透明かつ内外無差別的な法執行を促進す

るための、規則・ガイドライン制定能力が向上する。 

イ．執行機関の、公正な手続に基づく、透明かつ内外無差別的な法執行を行う能力が向

上する。 

ウ．国務院独禁委員会構成機関の独禁法及び競争政策に対する理解が促進される。 

 

（５）活動 

・ 日本の独禁法に関する法律・規則・ガイドラインの紹介 

・ 中国の独禁法に関する規則・ガイドライン策定に必要な助言 

・ 公正取引委員会の審査プロセス、審査方法、業種研究方法の紹介 

・ 商務部及び地方商務主管部門向けに日本の企業合併独占審査を紹介するケースメソッ

ド研修 

・ 発改委及び工商総局並びにそれらの地方機関向けに日本の独占的協定、支配的地位

の濫用分野に関する調査技術を紹介するケースメソッド研修 

・ 競争政策等日中双方が合意する問題に関するテーマ研究 

・ 国務院独禁委員会構成機関に対する日本の独禁法制度の紹介 

 

２、実施体制 

（１）本プロジェクトの中国側カウンターパート機関を商務部とする。本プロジェクトの

中国側参与機関を、商務部以外の国務院独占禁止委員会構成機関とする。参与機関

は、商務部の調整により、本プロジェクトの活動に参加する。 
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（２）本プロジェクトの統括責任者（プロジェクト・ディレクター）を商務部独禁副局長、

実施責任者（プロジェクト・マネージャー）を商務部独禁局競争政策処処長とする。 

（３）JICA と商務部は、次年度活動計画に関する事前協議を前年度 12 月に行う。また JICA

と商務部は、個々の訪日研修、研究会、テーマ研究などの活動計画に関する事前協

議を行う。ただし独占的協定、支配的地位の濫用分野などに関する個々の活動に関

しては、右協議後に必要に応じ、JICA と関連参与機関が打合せを行う。 
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付属資料 

 

詳細計画策定調査協議議事録（和文・中文） 
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